
足立区再エネ１００電力導入サポートプラン協力金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、再生可能エネルギー１００％由来の電力（環境省の「再エネ電力と電気

自動車や燃料電池自動車等を活用したゼロカーボンライフ・ワークスタイル先行導入モデル

事業」における再エネ電力メニュー審査で対象となったものを含む。）に切り替えた者に対

し、予算の範囲内で協力金を支給することにより、温室効果ガスの排出量の削減を図り、低

炭素社会構築に向けた環境にやさしいまちづくりに寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「再エネ１００電力」とは、太陽光、風力、水力、地熱、太陽

熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱（地熱、太陽熱を除く。）、バイオマス（動植物

に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの（原油、石油ガ

ス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。）をいう。）、その

他化石燃料以外のエネルギー源のうち、永続的に利用することができると認められるものを

由来とする電力のことをいう。 

２ この要綱において、「中小規模事業者」とは中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）

第２条第１項に規定する中小企業者であって、足立区内に本店、支店、営業所等があるものを

いう。 

（協力金の対象事業）  

第２条の２ この要綱における足立区再エネ１００電力導入サポートプラン協力金（以下「協力

金」という。）の交付対象事業については、再エネ１００電力のうち、環境省の「再エネ電力

と電気自動車や燃料電池自動車等を活用したゼロカーボンライフ・ワークスタイル先行導入

モデル事業」における再エネ電力メニュー審査で対象となったもの（以下「再エネ１００電力

メニュー」という。）とする。ただし、区長が特に認めたものは、この限りでない。 

（協力金の交付対象者） 

第３条 協力金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１） 自らが契約している区内の建築物の従量電灯Ｂ又はＣの電力供給契約を、再エネ１０

０電力メニューに切り替えた個人（次条第２号に規定する年度に申請する場合にあっては、

申請時点においても引き続き再エネ１００電力メニューから電力供給を受けている個人） 

（２） 事業の用に供する区内の建築物（公益的施設を含まない。）の従量電灯Ｂ又はＣの電

力供給契約を、再エネ１００電力メニューに切り替えた中小規模事業者（次条第２号に電力

メニューから電力供給を受けている中小規模事業者） 

２ 前項に定めるもののほか、協力金の交付対象者（以下「交付対象者」という。）は、次の

要件の全てを備えていなければならない。ただし、区長が特に認めたものは、この限りでな

い。 

（１） 供給地点特定番号ごとの申請を行っていること。 

（２） 申請時点において、区内の建築物における電力契約を継続していること。 

（３） 同一年度内において、当該電力契約について、本要綱に基づく協力金の交付を受けて



いないこと。 

（４） 過去に同一の供給地点特定番号で当該協力金の交付を受けていないこと（次条第２号

の規定による申請の場合を除く。）。 

（５） 交付対象者が個人の場合、協力金の申請を行う年度の前年度において住民税の滞納が

ないこと。 

（６） 交付対象者が法人の場合にあっては、直近の法人住民税（当該法人の法人住民税が非

課税等の事情がある場合にあっては、法人税）の滞納がないこと。 

（協力金の申請回数） 

第４条 協力金は、次の各年度に１回ずつ申請することができる。 

（１） 初めて申請した年度 

（２） 前号の次年度。ただし、前号の年度に申請を行い、協力金の交付を受けた場合に限る。 

（協力金の交付額） 

第５条 協力金の額は、２０，０００円とする。 

（協力金の交付申請等） 

第６条 協力金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、足立区再エネ１０

０電力導入サポートプラン協力金交付申請書兼請求書（第１号様式。以下「交付申請書」と

いう。）に次の書類を添えて、別に定める期間内に、区長に提出しなければならない。 

（１） 再エネ１００電力メニューに切替え後の直近３か月分の電力請求明細書の写し 

（２） 再エネ１００電力メニューの契約が確認できる書面の写し等、契約住所及び供給地

点特定番号がわかるもの 

（３） 申請者が個人で、かつ、当該者の住民登録地が足立区外の場合は、住民票（発行後

３か月以内のものに限る。）等、氏名と住所が確認できる書類の写し 

（４） 申請者が個人で、かつ、協力金の申請を行う前々年度１月１日における住民登録地

が足立区以外の場合は、協力金の申請を行う前年度に賦課決定された当該住民登録地の住

民税納税証明書又は非課税証明書（いずれも発行後３か月以内のものに限る。） 

（５） 申請者が法人の場合は直近の法人住民税納税証明書（法人住民税が非課税などの理由

で取得できない場合にあっては、法人税納税証明書）（発行後３か月以内のものに限る。） 

（６） その他、区長が必要と認める書類 

 （交付申請の受付期間及び受付停止等） 

第７条 前条の規定による協力金の交付申請は、現年度の６月１日（当該日が日曜日、土曜日

又は休日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日をいう。以

下この項において同じ。）（以下これらを「休日」という。）に当たる場合にあっては、当該日

の直後の休日等でない日）から２月末日（当該日が休日等に当たる場合にあっては、当該日

の直前の休日等でない日）までの期間に行わなければならない。ただし、交付申請を受けた

協力金の額の合計が、協力金交付のための予算の額に達した場合は、期間中であっても受付

を終了するものとする。 

２ 同時に複数の交付申請書が提出された場合で、当該申請者のいずれかに対し交付を行うと

予算の額に達するときは、当該交付申請を行った者で抽選を行い、順位をつけた上、当該順位



の上位の者から申請の内容を審査し、予算の範囲内で交付決定を行うものとする。 

（協力金の交付決定及び通知） 

第８条 区長は、第６条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、第３条及び第

４条に規定する基準に適合すると認めたときは、予算の範囲内で協力金の交付を決定すると

ともに、足立区再エネ１００電力導入サポートプラン協力金交付決定通知書（第２号様式）

により申請者に通知するものとする。 

２ 区長は、前項に規定する審査の結果、当該申請者について第３条及び第４条に規定する基

準に適合しないと認めたときは、足立区再エネ１００電力導入サポートプラン協力金申請却

下決定通知書（第３号様式）により、申請者に通知するものとする。 

（協力金の交付） 

第９条 区長は、前条第１項の規定により協力金の交付を決定した場合は、速やかに協力金を

交付するものとする。 

（協力金の交付決定の取消し） 

第１０条 区長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認める場合は、協力金の交付決定

の全部又は一部を取り消すものとする。 

（１） 虚偽の申請その他の不正な手段により、協力金の交付決定を受けたとき。 

（２） 協力金交付決定者から文書で申請の取下げがあったとき。 

（３） その他、この要綱の規定に違反したと区長が認めるとき。 

２ 区長は、前項の規定による取消しを行った場合は、当該交付決定者に対し、速やかに足立

区再エネ１００電力導入サポートプラン協力金交付決定取消通知書（第４号様式）により通

知するものとする。 

（協力金の返還） 

第１１条 区長は、前条第１項の規定により協力金の交付決定の全部又は一部を取り消した場

合において、既に協力金が交付されているときは、期限を定めて、当該交付決定者にその返

還を命じるものとする。 

（状況調査） 

第１２条 区長は、必要に応じて当該電力契約の状況調査を行うことができる。 

（省エネ・節電活動への取組） 

第１３条 申請者は、環境にやさしい生活の実践により、省エネ・節電活動に努めなければな

らない。 

（調査協力） 

第１４条 申請者は、区が実施する省エネ・節電活動に関する調査に協力するものとする。 

 （その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、足立区補助金等交付事務規則（昭和

５０年足立区規則第６号）による。 

付 則（３足環政発第４６２７号 令和４年３月３０日区長決定） 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   付 則（４足環政発第８６１号 令和４年６月１０日区長決定） 



 この要綱は、令和４年６月１３日から施行する。 

   付 則（４足環政発第４２９４号 令和５年３月１６日区長決定） 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

付 則（５足環政発第５０３１号 令和６年３月２８日区長決定） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

  



本申請の掲載事項について、誤字、脱字などの軽微な訂正については、区役所職員が行うことに同意します。 

（法人の場合は記名押印してください。法人以外でも本人が手書きしない場合は記名押印してください。） 

申請者名                                                  

第１号様式（第６条関係） 

    年   月   日 

（提 出 先）足 立 区 長 

足立区再エネ 100 電力導入サポートプラン協力金交付申請書兼請求書 

足立区再エネ 100電力導入サポートプラン協力金の交付を下記のとおり申請し、請求します。 

本協力金申請にあたっては、足立区再エネ 100電力導入サポートプラン協力金交付要綱の規定を遵

守します。また、協力金の認定に必要な範囲で、足立区の住民記録情報および税務情報を調査し、

利用することを承諾します。 

記 

１ 交付申請金額 

申請金額 ２０，０００ 円 

２ 申請者（法人の場合は記名押印してください。法人以外でも本人が手書きしない場合は記名押印してください。） 

住  所 
〒 

ふりがな  

申請者名 
（電力契約者） 

 

電話番号  

３ 電力契約の概要（□に✓をしてください。） 

電力の使用場所 
□ 申請者と同じ     

□ その他 〒      足立区 

契約内容 業者名： メニュー名： 

供給地点特定番号  

４ 協力金の申請状況（□に✓をしてください。） 

申請回数 過去に協力金の交付を受けた方は年月を記載してください。    

年    月   □１回目   □ ２回目 

５ 申請書提出者（２申請者と異なる場合は記入してください。） 

提出者名： 電話番号： 

６ 振込指定口座  ※申請者本人の口座に限ります。 

 

預金種別 普通 口座番号        

口座名義人 

（申請者本人） 

フリガナ 

 

  

銀   行 ・ 信用組合 

信用金庫 ・ 農  協 

本 店 

支 店 

出張所 



第２号様式（第８条関係） 

  足  収第   号 

  年  月  日 

              様 

 

足立区長   

 

 

足立区再エネ１００電力導入サポートプラン協力金 

交付決定通知書 

 

 

先に申請のあった足立区再エネ１００電力導入サポートプラン協力金について、足立区再

エネ１００電力導入サポートプラン協力金交付要綱第８条第１項に基づき、下記のとおり交

付を決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 対象の電力契約 

契 約 業 者 名 ：                        

契約メニュー名 ：                         

契約電力の使用場所 ：                           

      

２ 協力金交付金額 

 

￥ ２０，０００ ― 

 

 

   

 

 

 

№     

 

  



第３号様式（第８条関係） 

  足  収第   号 

  年  月  日 

             様 

 

足立区長  

 

 

足立区再エネ１００電力導入サポートプラン協力金 

申請却下決定通知書 

 

 

先に申請のあった足立区再エネ１００電力導入サポートプラン協力金について、足立区再

エネ１００電力導入サポートプラン協力金交付要綱第８条第２項に基づき、下記の理由によ

り申請を却下することに決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 対象の電力契約 

契 約 業 者 名 ：                        

契約メニュー名 ：                         

契約電力の使用場所 ：                           

 

２ 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

№     

 

  



第４号様式（第１０条関係） 

 足  発第    号 

    年   月   日 

 様 

 

足立区長             

 

 

足立区再エネ１００電力導入サポートプラン協力金 

交付決定取消通知書 

 

 

     年  月  日付け、足  収第    号で通知した足立区再エネ１００電

力導入サポートプラン協力金交付決定について、足立区再エネ１００電力導入サポートプラ

ン協力金交付要綱第１０条第１項の規定に基づき、下記の理由により交付決定を取り消しま

したので、通知します。 

記 

 

１ 対象の電力契約 

契 約 業 者 名 ：                        

契約メニュー名 ：                         

契約電力の使用場所 ：                           

 

２ 理 由 

 

 

 

３ 協力金交付決定取消金額  

 

￥ ２０，０００ ― 

 

 

№     


